
ウイルス性（Ｂ型・Ｃ型）肝炎患者の救済に関する意見書 
 
 我が国の肝炎（ウイルス性肝炎）の持続感染者は、Ｂ型が１１０万人から１４０万

人、Ｃ型が１９０万人から２３０万人存在すると推定されており、感染の原因として

は、集団予防接種時における注射器の連続使用、特定の血液製剤の投与など、医療行

為によるものが少なくないとされている。 

 平成２２年１月には、感染被害の拡大を招いたことに対する国の責任と、肝炎患者

を救済するための肝炎対策を実施する国の責務を明記した「肝炎対策基本法」が施行

された。 

 また、感染被害の救済に関しては、「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第

Ⅸ因子製剤によるＣ型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別

措置法（「Ｃ型肝炎救済特別措置法」）」及び「特定Ｂ型肝炎ウイルス感染者給付金

等の支給に関する特別措置法（「Ｂ型肝炎救済特別措置法」）」が成立するなど、裁

判による和解を通じて補償される仕組みが作られている。 

 しかし、裁判による和解においては、カルテ等による明確な証明が必要とされるこ

とから、救済に至らないケースが多く生じており、すべての被害者が救済されている

状況にはない。 

 よって、国におかれては、肝炎対策基本法に基づき、Ｂ型・Ｃ型肝炎患者を広く救

済するため、下記の事項について速やかに必要な措置を講じるよう強く要望する。 
 

記 
 
１ 肝炎対策基本法に基づき、肝炎対策の総合的な推進を図るため、さらに必要とな

る法整備や予算化を進めるなど、患者への適正な救済を実施すること。 

２ 「Ｃ型肝炎救済特別措置法」の適用においては、カルテ以外の記録や患者・家族

らの証言・証明などにより、特定血液製剤を使用した可能性のある患者を幅広く

救済できるよう、実効性のある措置を講じること。 

３ 「Ｂ型肝炎救済特別措置法」の適用においては、母子手帳や予防接種台帳以外の

記録や患者・家族の証言・証明などにより、集団予防接種が原因とみられる患者

を幅広く救済できるよう、実効性のある措置を講じること。 
 
以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
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